
 

有権者の皆様へ、投票所変更のお知らせです。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

前回選挙まで投票所として使用していた 

「旧ほうりん保育所」の取り壊しに伴い、 

投票所を「 」に変更いたします。 

 お間違えのないよう、ご注意下さい。 
 

変更後の投票所 投 票 区 域 

福祉交流館 

昭和町 2丁目 115番地 
 

月岡町 2丁目 61番地以降 

宝林町 2～3丁目、宝林町 4丁目

1～399番地、宝林町 5丁目 

昭和町 2～4丁目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 問い合わせ先 ※ 根室市選挙管理委員会 電話 23-6111（内線 2357 番） 

投票所が 
 

 

に変更となります   

昭和公園 

緑ヶ丘団地前 

（根室交通バス停） 

福祉交流館 

100 円ショップ

じぐざぐ様 

ねむろ市民斎場様 

㈲イズミ電機様 

㈱根室葬儀 

お仏壇のこんそう 

サービスセンター様 

ぱすと様 



 

 

   

 

 

♦投票所の職員はパーテーションで飛沫を防止し、全員がマスク及び使い捨て手

袋を着用します。 

♦すべての投票所に手指用消毒液を設置します。 

♦定期的な投票所の換気を行います。 

♦スリッパや記載台、鉛筆等の定期的な消毒を行います。 

 

♦ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。 

♦投票所出入口での手指の消毒にご協力ください。 

♦ご自身でご持参いただいた鉛筆やシャープペンシルの利用も可能です。 

♦お並びいただく際は、一定の間隔を空けるようお願いします。 

♦混雑緩和のため、入場をお待ちいただくことがあります。予めご了承ください。 

♦投票日当日の混雑が気になる方は、期日前投票が利用できますので、 

積極的なご活用をお願いします。 

期日前投票所 開設期間 投票時間 必要なもの 

市役所１階ロビー ８月１６日（月）から 

８月２１日（土）まで６日間 

午前 ８時３０分から 

午後 ８時００分まで 

 

 

 

宣誓書 

（印鑑不要） 

 

歯舞会館 ８月１９日（木） 

８月２０日（金）  ２日間 

 

 

午前１０時００分から 

午後 ７時００分まで 
厚床会館 ８月１８日（水） 

８月２０日（金）  ２日間 

落石会館 ８月１８日（水） 

８月１９日（木）  ２日間 

 

※期日前（不在者）投票宣誓書（兼請求書）は投票所入場券に印刷されております。 

スムーズな投票のために、事前にご記入いただきますようお願いします。 


